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告 示

北海道告示第131号
　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規定により、一般競争入
札に参加する者に必要な資格を定めた。
　なお、この資格に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）の適用を受ける。
　　令和４年２月25日

北海道知事　鈴　木　直　道

１　資格及び調達をする特定役務の種類
　 　令和４年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加す
る者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第２条第４号に規定する特定役務の種類
は、⑶に定めるものとする。

　⑴　契 約　 　令和４年２月25日に一般競争入札の公告を行う令和４年度
（2022年度）広報紙「ほっかいどう」制作及び配布業務

　⑵　資 格　 　令和４年度（2022年度）広報紙「ほっかいどう」制作及び配
布業務の資格（以下「資格」という。）

　⑶　特 定 役 務 の 種 類　 　令和４年度（2022年度）広報紙「ほっかいどう」制作及び配
布業務

２　資 格 要 件
　　平成16年北海道告示第447号の１の⑴、⑶及び⑸から⑼までによるほか、次による。
　⑴ 　道の指示に基づき、広報紙の制作及び配布等に関し、対面や各種通信手段の活用によ

り速やかに協議できる体制が整っており、書類受け渡しのため来庁が可能であること。
（１号の制作ごとに複数回実施。）

　⑵ 　資格審査を申請する日の直前２年間に、国又は地方公共団体と本業務と同種の契約を
締結し、かつ、誠実に履行した者であること。

３　資 格 要 件 の 特 例
　　平成16年北海道告示第447号の２の⑶による。
４　資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法
　⑴　申 請 の 時 期　 　資格審査の申請は、令和４年２月25日（金）から同年３月16

日（水）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の毎日午前９時か
ら午後５時までの間にしなければならない。

　⑵　申請書類の入手方法　　資格に関する事務を担当する組織で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る

返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量250グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
資格に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

　　　　　　　　　　　　　 　また、北海道総合政策部知事室広報広聴課のホームページ
（https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/index.html）におい
てダウンロードすることができる。

　⑶　申 請 の 方 法　 　資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当
該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出すること
により行わなければならない。
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５　資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続並びに資格の喪失
　　平成16年北海道告示第447号の３の⑴及び⑵、４の⑴及び⑶並びに５の⑴による。
６　資格に関する事務を担当する組織
　⑴　名 称　　北海道総合政策部知事室広報広聴課
　⑵　所 在 地　　郵便番号 060－8588　札幌市中央区北３条西６丁目
　⑶　電 話 番 号　　011－204－5110

北海道告示第132号
　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
　なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）の適用を受ける。
　　令和４年２月25日

北海道知事　鈴　木　直　道
１　入札に付する事項
　⑴　調達をする特定役務の名称及び数量
　　　令和４年度（2022年度）広報紙「ほっかいどう」制作及び配布業務　一式
　⑵　調達をする特定役務の仕様等　　入札説明書による。
　⑶　契 約 期 間　　契約締結日から令和５年３月31日まで
２　入札に参加する者に必要な資格
　 　令和４年北海道告示第131号に規定する令和４年度（2022年度）広報紙「ほっかいど
う」制作及び配布業務の資格を有すること。
３　仕様書で示す企画提案書の提出期限、提出場所及び提出方法
　⑴　提 出 期 限　 　令和４年３月16日（水）午後５時まで（送付による場合は、

必着）
　⑵　提 出 場 所
　　ア　提 出 先 の 名 称　　北海道総合政策部知事室広報広聴課
　　イ　提出先の所在地　　郵便番号 060－8588　札幌市中央区北３条西６丁目
　⑶　提 出 方 法　　資格審査の申請と同時に提出可
４　契約条項を示す場所
　　北海道総合政策部知事室広報広聴課
５　入札執行の場所及び日時
　⑴　入 札 場 所　 　札幌市中央区北３条西６丁目　北海道庁本庁舎塔屋共用会議

室（送付による場合は、郵便番号 060－8588　札幌市中央区北
３条西６丁目　北海道総合政策部知事室広報広聴課）

　⑵　入 札 日 時　 　令和４年４月８日（金）午後１時30分（送付による場合は、

必着）
　⑶　開 札 場 所　　⑴に同じ。
　⑷　開 札 日 時　　⑵に同じ。
６　入 札 保 証 金
　　平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
７　入札説明書の交付に関する事項
　⑴　交 付 場 所　　４に同じ。
　⑵　交 付 方 法　　⑴の場所で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る

返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量250グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

　　　　　　　　　　　　　 　また、北海道総合政策部知事室広報広聴課のホームページ
（https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/index.html）におい
てダウンロードすることができる。

８　落札者の決定方法及び契約書作成の要否
　　落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
　⑴　入札の方法及び落札者の決定
　　 　この入札は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２に規定する

総合評価一般競争入札の方法によるので、入札に参加しようとする者は、入札書及びあ
らかじめ契約の対象となる役務の仕様書で指示している提案事項を記載した企画提案書
を提出しなければならない。

　　 　また、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、地方自治法施行
令第167条の10の２第３項の規定による落札者決定基準により、価格その他の条件が最
も有利なものをもって入札をしたものを落札者とする。

　　 　なお、開札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者及びその
入札価格のみを発表することとするが、落札者は、落札者決定基準に基づき、入札価格
及び提案内容を評価の上、後日決定し、当該落札者及びその他の入札者に対し通知する。

　⑵　落 札 者 決 定 基 準
　　　落札者決定基準は、入札説明書による。
９　落札者と契約の締結を行わない場合
　 　落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

10　そ の 他
　 　平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑶、⑸、⑻、⑾、⑿及び⒁から⒃までによるほ
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か、次による。
　⑴　入札説明の日時及び場所
　　ア　日 時　　令和４年３月４日（金）午後２時
　　イ　場 所　　札幌市中央区北３条西７丁目
　　　　　　　　　　　　　　北海道庁別館西棟庁舎３階１号会議室
　⑵　契約に関する事務を担当する組織
　　ア　名 称　　北海道総合政策部知事室広報広聴課
　　イ　所 在 地　　郵便番号 060－8588　札幌市中央区北３条西６丁目
　　ウ　電 話 番 号　　011－204－5110
11　Summary
　Ａ　 Nature and quantity of the services to be procured : Production and distribution of 

public relations literature “Hokkaido” 1 (one) set
　Ｂ　Bid tendering date and time : 1 : 30 P.M., April 8, 2022
　Ｃ　 Contact : Public Relations and Opinions Division, Office of the Governor, Department 

of Policy Planning and Coordination, Hokkaido Government, Kita 3-jo Nishi 6-chome, 
Chuo-ku, Sapporo 060-8588 Japan

　　　Phone : 011-204-5110

北海道告示第133号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、恵庭土地改良区から、
次のとおり役員の就任及び退任の届出があった。
　　令和４年２月25日

北海道知事　鈴　木　直　道
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 令和 4. 2. 1 理 事 大　滝　崇　夫 恵庭市北島100番地
同 同 同 松　原　幸　雄 北広島市南の里198番地
同 同 同 山　田　　　元 恵庭市漁太129番地
同 同 同 大　藤　政　司 同　　黄金南６丁目６番地４
同 同 同 中　島　和　彦 同　　中島松29番地
同 同 同 平　岡　日出男 千歳市勇舞５丁目９番３号
同 同 同 寺　澤　智　宏 恵庭市下島松114番地
同 同 監 事 小　寺　雄　一 同　　北島91番地
同 同 同 蟹　谷　哲　雄 同　　春日232番地
退 任 令和 4. 1.31 理 事 大　滝　崇　夫 恵庭市北島100番地
同 同 同 平　岡　日出男 千歳市勇舞５丁目９番３号

同 同 同 松　原　幸　雄 北広島市南の里198番地
同 同 同 中　島　和　彦 恵庭市中島松29番地
同 同 同 山　田　　　元 同　　漁太129番地
同 同 同 大　藤　政　司 同　　黄金南６丁目６番地４
同 同 同 山　川　政　幸 同　　下島松295番地
同 同 監 事 小　寺　雄　一 同　　北島91番地
同 同 同 蟹　谷　哲　雄 同　　春日232番地

北海道告示第134号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条第１項の規定により、道営土地改良（士幌南
部第２地区（農業用用排水施設、農業用道路、区画整理、暗渠

きよ

排水、除礫
れき

））事業の土地改
良事業変更計画を定めた。
　その関係書類は、北海道十勝総合振興局に備え置いて、令和４年２月28日から20日間、一
般の縦覧に供する。
　なお、この計画の変更については、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に北海
道知事に審査請求をすることができる。
　また、この計画の変更については、この告示の日の翌日から起算して６か月以内に、北海
道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道知事となる。）を被告として、当該計画の
変更の取消しの訴えを提起することができる。
　　令和４年２月25日

北海道知事　鈴　木　直　道

北海道告示第135号
　平成12年北海道告示第1311号（北海道漁港管理条例第13条第１項第１号の規定による甲種
漁港施設の使用に当たり知事の許可を受けなければならない施設の指定）の一部を次のよう
に改正し、令和４年４月１日から施行する。
　　令和４年２月25日

北海道知事　鈴　木　直　道
　神恵内漁港（珊内地区）（神恵内村）の項を次のように改める。

神恵内漁港 　東防波堤のうち別図に示す40メートル ４隻以内 周年
（珊内地区）
（神恵内村）

　神恵内漁港（赤石地区）（神恵内村）の項中「３隻以内」を「２隻以内」に改める。
　神恵内漁港（本港地区）（神恵内村）の項を次のように改める。

令和４年（2022年）２月25日（金曜日） 第２８５号 107北　　海　　道　　公　　報



神恵内漁港 １　第２－3.0メートル岸壁のうち別図に １隻以内 周年
（本港地区） 　示す18.2メートル
（神恵内村） ２　旧南防波堤のうち別図に示す30メート ３隻以内

　ル

　福島漁港（福島地区）（福島町）の項を次のように改める。

福島漁港 　北船揚場のうち別図に示す30メートル ９隻以内 周年
（福島地区）
（福島町）

　木古内漁港（釜谷地区）（木古内町）の項中「16隻以内」を「14隻以内」に改める。
　知布泊漁港（斜里町）の項中「20隻以内」を「13隻以内」に改める。
　能取（二見ヶ岡）漁港（網走市）の項を次のように改める。

能取（二見ヶ １　－6.0メートル岸壁のうち別図に示す 10隻以内 ５月１日から
岡）漁港 　150メートル 11月30日まで
（網走市） ２　－4.0メートル岸壁のうち別図に示す 16隻以内

　330メートル
３　護岸のうち別図に示す110メートル ５隻以内
４　船揚場のうち別図に示す30メートル 100隻以内

北海道告示第136号
　平成16年北海道告示第485号（漁港区域内の放置禁止区域等の指定）の一部を次のように
改正し、令和４年４月１日から施行する。
　　令和４年２月25日

北海道知事　鈴　木　直　道
　厚瀬漁港（厚瀬地区）（島牧村）の項中「北防波堤、西防波堤、北防波堤西端南側角と西
防波堤北端西側角」を「北防波堤、外防波堤、北防波堤西端北側角と外防波堤の基部から外
防波堤に沿って266.6メートルの地点の東側角」に改める。
　乙部漁港（元和地区）（乙部町）の項中「西防波堤、北防波堤、西防波堤北端東側角と北
防波堤西端北側角」を「西防波堤、突堤、西防波堤北端東側角と突堤北端西側角」に改める。
　本別漁港（本別地区）（鹿部町）の項中「北防波堤第２突堤、北防波堤、西防波堤、北防
波堤第２突堤西端南側角」を「北防波堤、西防波堤、北防波堤北端西側角」に改める。
　石倉漁港（森町）の項中「東防波堤、北防波堤、東防波堤西端南側角」を「防砂堤、東防
波堤、北防波堤、防砂堤南端西側角」に改める。
　落部漁港（栄浜地区）（八雲町）の項中「北防波堤、西防波堤、北防波堤西端南側角」を
「防砂堤、北防波堤、西防波堤、防砂堤南端西側角」に改める。
　八雲漁港（八雲地区）（八雲町）の項中「東防波堤、北防波堤、西防波堤、東防波堤北端

北側角」を「防砂堤、東防波堤、北防波堤、西防波堤、防砂堤北端西側角」に改める。
　静狩漁港（長万部町）の項中「東防波堤、新西防波堤、東防波堤南端西側角」を「東防砂
堤、東防波堤、新西防波堤、東防砂堤北端西側角」に改める。
　落石漁港（落石地区）（根室市）の項中「船揚場及び船揚場敷」を「船揚場」に改める。
　落石漁港（浜松地区）（根室市）の項を次のとおり改める。

落石漁港（浜松地区）
（根室市）

　北防波堤、西防波堤、北防波堤東端南側角
と西防波堤北端東側角を結ぶ直線及び陸岸に
よって囲まれた別図に示す水域

漁船以外の船舟

　船揚場のうち、別図に示す陸域 漁船以外の船舟

　歯舞漁港（歯舞地区）（根室市）の項中「東防波堤、南防波堤」を「東防波堤、南防波堤、
西防波堤」に、「船揚場東端北側角」を「船揚場西袖護岸北端東側角」に、「西護岸①西端
南側角と西護岸②」を「西防波堤西端北側角と西護岸（陸）」に改める。
　歯舞漁港（温根元地区）（根室市）の項中「①東防波堤、①北防波堤、②北防波堤、②東
防波堤、袖護岸東端北側角と東防波堤①北端西側角」を「①北防波堤、①北防波堤西端南側
角と東防波堤北端東側角」に、「東防波堤①北端東側角と北防波堤②西端南側角」を「東防
波堤北端西側角と袖護岸（海側）東端北側角」に、「船揚場①護岸東端東側角と船揚場②護
岸東端西側角」を「袖護岸（河川側）東端南側角と護岸東端北側角」に改める。
　別海漁港（別海町）の項中「西防波堤、北防波堤、第2東防波堤、南護岸、北防波堤南端
西側角と東防波堤」を「西防波堤、北防波堤、突堤、新東防波堤、突堤西端南側角と新東防
波堤」に、「－1.0ｍ物揚場」を「－2.0ｍ物揚場」に改める。
　床丹漁港（別海町）の項中「物揚場①」を「－1.0ｍ物揚場①」に、「物揚場②」を「－
1.0ｍ物揚場②」に改める。
　尾岱沼漁港（別海町）の項中「北防波堤、東防波堤、南防波堤、西防波堤、北防波堤」を
「新北防波堤、西防波堤、新北防波堤」に改める。
　松法漁港（羅臼町）の項中「南防波堤、西防波堤、南防波堤南端西側角と西防波堤」を
「南防波堤、南防波堤南端西側角と西護岸」に改める。
　羅臼漁港（羅臼町）の項中「南島防波堤」を「南防波堤」に、「船揚場、漁船保管施設用
地及び野積場用地」を「船揚場及び漁船保管施設用地」に改める。

北海道告示第137号
　平成28年北海道告示第748号（漁港の区域内における遊泳禁止区域の指定）の一部を次の
ように改正し、令和４年４月１日から施行する。
　　令和４年２月25日

北海道知事　鈴　木　直　道
　厚瀬漁港（厚瀬地区）（島牧村）の項中「北防波堤、西防波堤、北防波堤西端南側角と西
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防波堤北端西側角」を「北防波堤、外防波堤、北防波堤西端北側角と外防波堤の基部から外
防波堤に沿って266.6メートルの地点の東側角」に改める。
　乙部漁港（元和地区）（乙部町）の項中「西防波堤、北防波堤、西防波堤北端東側角と北
防波堤西端北側角」を「西防波堤、突堤、西防波堤北端東側角と突堤北端西側角」に改める。
　本別漁港（本別地区）（鹿部町）の項中「北防波堤第２突堤、北防波堤、西防波堤、北防
波堤第２突堤西端南側角」を「北防波堤、西防波堤、北防波堤北端西側角」に改める。
　石倉漁港（森町）の項中「東防波堤、北防波堤、東防波堤西端南側角」を「防砂堤、東防
波堤、北防波堤、防砂堤南端西側角」に改める。
　落部漁港（栄浜地区）（八雲町）の項中「北防波堤、西防波堤、北防波堤西端南側角」を
「防砂堤、北防波堤、西防波堤、防砂堤南端西側角」に改める。
　八雲漁港（八雲地区）（八雲町）の項中「東防波堤、北防波堤、西防波堤、東防波堤北端
北側角」を「防砂堤、東防波堤、北防波堤、西防波堤、防砂堤北端西側角」に改める。
　静狩漁港（長万部町）の項中「東防波堤、新西防波堤、東防波堤南端西側角」を「東防砂
堤、東防波堤、新西防波堤、東防砂堤北端西側角」に改める。
　落石漁港（浜松地区）（根室市）の項中「北防波堤、北防波堤東端南側角と－2.5ｍ物揚
場南端東側角」を「北防波堤、西防波堤、北防波堤東端南側角と西防波堤北端東側角」に改
める。
　歯舞漁港（歯舞地区）（根室市）の項中「東防波堤、南防波堤」を「東防波堤、南防波堤、
西防波堤」に、「船揚場東端北側角」を「船揚場西袖護岸北端東側角」に、「西護岸①西端
南側角と西護岸②」を「西防波堤西端北側角と西護岸（陸）」に改める。
　歯舞漁港（温根元地区）（根室市）の項中「①東防波堤、①北防波堤、②北防波堤、②東
防波堤、袖護岸東端北側角と東防波堤①北端西側角」を「①北防波堤、①北防波堤西端南側
角と東防波堤北端東側角」に、「東防波堤①北端東側角と北防波堤②西端南側角」を「東防
波堤北端西側角と袖護岸（海側）東端北側角」に、「船揚場①護岸東端東側角と船揚場②護
岸東端西側角」を「袖護岸（河川側）東端南側角と護岸東端北側角」に改める。
　別海漁港（別海町）の項中「西防波堤、北防波堤、第２東防波堤、南護岸、北防波堤南端
西側角と東防波堤」を「西防波堤、北防波堤、突堤、新東防波堤、突堤西端南側角と新東防
波堤」に、「－1.0ｍ物揚場」を「－2.0ｍ物揚場」に改める。
　床丹漁港（別海町）の項中「物揚場①」を「－1.0ｍ物揚場①」に、「物揚場②」を「－
1.0ｍ物揚場②」に改める。
　尾岱沼漁港（別海町）の項中「北防波堤、東防波堤、南防波堤、西防波堤、北防波堤」を
「新北防波堤、西防波堤、新北防波堤」に改める。
　　松法漁港（羅臼町）の項中「 南防波堤、西防波堤、南防波堤南端西側角と西防波堤」
を「南防波堤、南防波堤南端西側角と西護岸」に改める。

　羅臼漁港（羅臼町）の項中「南島防波堤」を「南防波堤」に改める。

北海道告示第138号
　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
　　令和４年２月25日

北海道知事　鈴　木　直　道
１　保安林予定森林の所在場所　 　勇払郡厚真町字東和150の１・150の２・249の１（以上

３筆について次の図に示す部分に限る。）
２　指 定 の 目 的　　土砂の崩壊の防備
３　指 定 施 業 要 件
　⑴　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　ア　主伐は、択伐による。
　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道胆振総合振
興局産業振興部林務課及び厚真町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第139号
　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
　　令和４年２月25日

北海道知事　鈴　木　直　道
１　指定施業要件変更予定保安林　　広尾郡大樹町（次の図に示す部分に限る。）
　　の所在場所
２　保安林として指定された目的　　霧害の防備
３　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　⑴　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　　次のとおりとする。
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　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道十勝総合振
興局産業振興部林務課及び大樹町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第140号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57
号）第７条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。
　　令和４年２月25日

北海道知事　鈴　木　直　道
１⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　札幌平岡１条２丁目１（Ⅰ－０－Ｈ17－0010）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　札幌市清田区平岡１条２丁目（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
２⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　札幌真栄４条３丁目（Ⅰ－０－Ｈ31－001）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　札幌市清田区真栄４条２丁目、真栄４条３丁目（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
３⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　札幌里塚２条４丁目（Ⅰ－０－592－3010）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　札幌市清田区里塚２条３丁目、里塚２条４丁目（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
４⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　札幌真栄13（Ⅱ－０－Ｈ29－001）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　札幌市清田区真栄（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
５⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　里塚斎場の沢川（Ⅱ－01－0030）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示

　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
６⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　有明４の沢川（Ⅱ－01－0060）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
７⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　有明第２の沢川（Ⅱ－01－0070）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
８⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　三滝の沢川（Ⅱ－01－0100）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
９⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　有明の沢川（Ⅱ－01－0110）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
10⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　競技場奥の沢川（Ⅱ－01－0130）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
11⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　競技場の沢川（Ⅱ－01－0140）
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　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　札幌市清田区真栄（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
12⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　有栄橋の沢川横の沢川（Ⅱ－Ｈ29－0001）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
13⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　里塚斎場１の沢川（Ⅲ－01－001）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
14⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　演習場の沢川（Ⅲ－01－004）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
15⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　有明第３の沢川（Ⅲ－01－006）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
16⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　共栄橋の沢川（Ⅲ－01－017）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　札幌市清田区真栄（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
17⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号

　　　白旗山１の沢川（Ⅲ－01－019）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明、真栄（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
18⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町２－⑴（Ⅰ－０－411－411）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
19⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町２－⑵（Ⅰ－０－412－412）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
20⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町５（Ⅰ－０－415－415）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
21⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　歌志内歌神11（Ⅱ－０－347－347）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
22⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　歌志内歌神12（Ⅱ－０－348－348）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
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23⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　歌志内歌神３その２⑵（Ⅱ－０－349－349）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
24⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町６－２－⑴（Ⅱ－０－352－352）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
25⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町６－２－⑵（Ⅱ－０－353－353）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
26⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町６－２－⑶（Ⅱ－０－354－354）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
27⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町６－２－⑷（Ⅱ－０－355－355）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
28⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　廃坑の沢川（Ⅰ－05－0320）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

　　　土石流
29⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　熊谷の沢川（Ⅰ－05－0330）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
30⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　桜沢川（Ⅰ－05－0340）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
31⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　共栄の沢川（Ⅰ－05－0360）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
32⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　ウタシナイ大沢川（Ⅰ－05－0420）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字東光、字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
33⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　上歌奥の沢川（Ⅰ－05－0430）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字上歌（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
34⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　倉橋の沢川（Ⅰ－05－0440）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字上歌（次の図のとおり）
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　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
35⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　熊谷の沢川（Ⅰ－05－0450）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
36⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　中央沢川（Ⅰ－05－0470）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
37⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　左沢川（Ⅰ－05－0480）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
38⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　左沢川二の沢川（Ⅰ－05－0482）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
39⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　下の沢川（Ⅰ－05－0490）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
40⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　金井沢川（Ⅰ－05－0500）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示

　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
41⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　鈴木の沢川（Ⅰ－05－0510）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
42⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　伊藤の沢川（Ⅰ－05－0520）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
43⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　五十嵐の沢川（Ⅰ－05－0530）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
44⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　竹子沢川（Ⅰ－05－0540）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
45⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　右沢川（Ⅰ－05－0560）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
46⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　球場の沢川（Ⅰ－05－0590）
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　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
47⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　鳩ヶ丘沢川（Ⅰ－05－0630）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
48⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　大曲の沢川（Ⅰ－05－0770）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
49⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　神威駅裏川（Ⅱ－05－0620）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
50⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　純平の沢川（Ⅱ－05－0780）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
51⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　工房の沢川（Ⅱ－05－0790）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
52⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号

　　　歌神川（Ⅲ－05－011）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
53⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　歌神－１（〈3〉－０－227－227－0001）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　地滑り
54⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　神威－１（〈3〉－０－227－227－0002）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　地滑り
55⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　歌神（〈4〉－０－227－227－5001）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神、字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　地滑り
56⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　住吉２の沢（〈4〉－０－227－227－5004）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字中村、字文珠、砂川市一の沢（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　地滑り
57⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　本町（〈4〉－０－227－227－5005）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　地滑り
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58⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　東光二区⑴（０－46－46）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字東光（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　地滑り
59⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　東光二区⑵（０－47－47）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字東光（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　地滑り
60⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　第二（０－48－48）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字東光、字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　地滑り
61⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　神威（０－49－49）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　地滑り
62⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　檜岱９の沢川（Ⅲ－24－004）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　檜山郡江差町字桧岱（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
63⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　愛宕６の沢川（Ⅲ－24－005）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　檜山郡江差町字愛宕町、字東山（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

　　　土石流
64⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　村山１号沢川（Ⅲ－21－019）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　北斗市村山（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
65⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　土取場横の沢川（Ⅱ－21－0190）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　北斗市村山（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
66⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　水無１の沢川（Ⅲ－21－009）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　北斗市水無（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
67⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　水無２の沢川（Ⅲ－21－010）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　北斗市水無（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
68⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　水無３の沢川（Ⅲ－21－011）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　北斗市水無（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
69⑴　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　　市の渡（２－４－127）
　⑵　土砂災害警戒区域の表示
　　　北斗市茂辺地市ノ渡、湯ノ沢（次の図のとおり）
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　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　地滑り
　（「次の図」は省略し、その図面を北海道関係総合振興局建設管理部に備え置いて縦覧に
供する。）

北海道告示第141号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57
号）第７条第１項及び第９条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。
　　令和４年２月25日

北海道知事　鈴　木　直　道
１⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌里塚３条１丁目（Ⅰ－０－Ｈ17－0011）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区里塚３条１丁目（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
２⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌有明７（Ⅰ－０－234－234）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
３⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌有明10（Ⅰ－０－235－235）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり

４⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌真栄３（Ⅰ－０－236－236）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区真栄（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
５⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌真栄５条３丁目（Ⅰ－０－237－237）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　 　札幌市清田区真栄５条２丁目、真栄５条３丁目、真栄５条４丁目、真栄（次の図のと

おり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
６⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌真栄３条４丁目（Ⅰ－０－240－240）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　 　札幌市清田区真栄２条２丁目、真栄３条２丁目、美しが丘２条１丁目、美しが丘３条

１丁目（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
７⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌美しが丘５条６丁目（Ⅰ－０－241－241）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区美しが丘５条５丁目、真栄（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
８⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
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　　　札幌清田２条２丁目（Ⅰ－０－248－248）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区清田２条２丁目（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
９⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌清田１条３丁目（Ⅰ－０－249－249）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区北野３条４丁目、清田１条２丁目、清田１条３丁目（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
10⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌平岡１条２丁目（Ⅰ－０－252－252）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区平岡２条１丁目、平岡１条２丁目、平岡１条１丁目（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
11⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌里塚１条４丁目（Ⅰ－０－253－253）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区里塚１条４丁目、里塚２条４丁目（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
12⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌里塚２条１丁目（Ⅰ－０－254－254）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区里塚２条１丁目、里塚３条１丁目（次の図のとおり）

　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
13⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌清田２条１丁目（Ⅰ－０－589－3007）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区清田２条１丁目、豊平区羊ヶ丘（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
14⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌清田２条１丁目１（Ⅱ－０－Ｈ17－0004）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区清田２条１丁目、豊平区羊ヶ丘（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
15⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌真栄12（Ⅱ－０－Ｈ17－004）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区真栄、美しが丘５条６丁目（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
16⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌有明６（Ⅱ－０－170－170）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
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　　　次の図のとおり
17⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌有明11（Ⅱ－０－171－171）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
18⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌有明12（Ⅱ－０－172－172）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
19⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌有明16（Ⅱ－０－173－173）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
20⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌有明18（Ⅱ－０－175－175）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明、真栄（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
21⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌真栄１（Ⅱ－０－176－176）

　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区真栄、有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
22⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌真栄２（Ⅱ－０－177－177）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区真栄（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
23⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌真栄６（Ⅱ－０－178－178）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区真栄（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
24⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌真栄９（Ⅱ－０－179－179）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区真栄（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
25⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌清田１（Ⅱ－０－181－181）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区清田、清田10条４丁目、真栄（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
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　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
26⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌清田２（Ⅱ－０－182－182）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区清田、真栄（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
27⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌平岡２条１丁目（Ⅱ－０－184－184）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区平岡２条１丁目、平岡１条１丁目、清田１条３丁目（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
28⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌有明２（Ⅲ－０－104－104）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
29⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌有明３（Ⅲ－０－105－105）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり

30⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌有明４（Ⅲ－０－106－106）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
31⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌有明５（Ⅲ－０－107－107）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
32⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌有明８（Ⅲ－０－108－108）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
33⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌有明９（Ⅲ－０－109－109）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
34⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌有明13（Ⅲ－０－110－110）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
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　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
35⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌有明14（Ⅲ－０－111－111）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
36⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌有明15（Ⅲ－０－112－112）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
37⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌真栄４（Ⅲ－０－113－113）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区真栄、有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
38⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌真栄５（Ⅲ－０－114－114）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区真栄（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊

　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
39⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌真栄７（Ⅲ－０－115－115）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区真栄、真栄５条４丁目、美しが丘５条５丁目（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
40⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌真栄８（Ⅲ－０－116－116）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区真栄（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
41⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　札幌真栄10（Ⅲ－０－117－117）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区真栄（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
42⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　里塚１の沢川（Ⅱ－01－0010）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区里塚３条１丁目、里塚２条２丁目（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
43⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
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　　　霊園裏の沢川（Ⅱ－01－0020）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
44⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　有栄橋の沢川（Ⅱ－01－0040）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
45⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　鈴木橋の沢川（Ⅱ－01－0050）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
46⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　有明２の沢川（Ⅱ－01－0120）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
47⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　鈴木橋１の沢川（Ⅲ－01－002）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）

　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
48⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　鈴木橋２の沢川（Ⅲ－01－003）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
49⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　演習地１の沢川（Ⅲ－01－005）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
50⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　有明第４の沢川（Ⅲ－01－007）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
51⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　有明第５の沢川（Ⅲ－01－008）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
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　　　次の図のとおり
52⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　有明第６の沢川（Ⅲ－01－009）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
53⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　上三滝の沢川（Ⅲ－01－015）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
54⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　有明１の沢川（Ⅲ－01－016）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
55⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　白旗山川（Ⅲ－01－018）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　札幌市清田区有明、真栄（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
56⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内文珠１（Ⅰ－０－356－356）

　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
57⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内文珠２（Ⅰ－０－357－357）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
58⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内文珠３（Ⅰ－０－358－358）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
59⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内文珠４（Ⅰ－０－359－359）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
60⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内文珠９（Ⅰ－０－364－364）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
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　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
61⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内文珠17（Ⅰ－０－372－372）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
62⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内文珠18（Ⅰ－０－373－373）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
63⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威４（Ⅰ－０－379－379）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
64⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威１（Ⅰ－０－380－380）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり

65⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威５（Ⅰ－０－383－383）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
66⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威７（Ⅰ－０－385－385）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
67⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威10（Ⅰ－０－388－388）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
68⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威11（Ⅰ－０－389－389）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
69⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威12（Ⅰ－０－390－390）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
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　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
70⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威13（Ⅰ－０－391－391）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
71⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威14（Ⅰ－０－392－392）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
72⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威16（Ⅰ－０－393－393）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
73⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内歌神５（Ⅰ－０－394－394）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊

　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
74⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内歌神２（Ⅰ－０－395－395）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
75⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内歌神１－⑴（Ⅰ－０－396－396）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
76⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内歌神６（Ⅰ－０－397－397）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
77⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内歌神３その２⑴（Ⅰ－０－398－398）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
78⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
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　　　歌志内歌神３－⑴（Ⅰ－０－399－399）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
79⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内歌神３－⑵（Ⅰ－０－400－400）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
80⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内歌神７（Ⅰ－０－401－401）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町、字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
81⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町６－⑴（Ⅰ－０－403－403）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町、字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
82⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町６－⑵（Ⅰ－０－404－404）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）

　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
83⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町６－⑶（Ⅰ－０－405－405）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
84⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町４（Ⅰ－０－406－406）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
85⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町１（Ⅰ－０－407－407）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
86⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町７（Ⅰ－０－408－408）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
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　　　次の図のとおり
87⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町９（Ⅰ－０－410－410）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
88⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町10（Ⅰ－０－413－413）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
89⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町11（Ⅰ－０－414－414）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
90⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町12（Ⅰ－０－416－416）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
91⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町13（Ⅰ－０－417－417）

　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
92⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町14（Ⅰ－０－418－418）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
93⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町３（Ⅰ－０－419－419）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
94⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町15（Ⅰ－０－420－420）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町、字東光（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
95⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町16（Ⅰ－０－421－421）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
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　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
96⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町17（Ⅰ－０－422－422）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町、字上歌（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
97⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内上歌１（Ⅰ－０－424－424）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字上歌（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
98⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内上歌２（Ⅰ－０－425－425）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字上歌（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
99⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内上歌３（Ⅰ－０－426－426）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字上歌（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり

100⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内上歌４（Ⅰ－０－427－427）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字上歌（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
101⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内上歌５（Ⅰ－０－428－428）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字上歌（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
102⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威15（Ⅰ－０－600－3018）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
103⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内文珠22（Ⅱ－０－321－321）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
104⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内文珠23（Ⅱ－０－322－322）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
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　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
105⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内文珠24（Ⅱ－０－323－323）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
106⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内文珠27（Ⅱ－０－326－326）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
107⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内文珠28（Ⅱ－０－327－327）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
108⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内文珠29（Ⅱ－０－328－328）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊

　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
109⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内文珠31（Ⅱ－０－330－330）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
110⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内中村３（Ⅱ－０－331－331）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字中村（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
111⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内中村４（Ⅱ－０－332－332）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字中村（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
112⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威17（Ⅱ－０－333－333）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
113⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
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　　　歌志内神威18（Ⅱ－０－334－334）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
114⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威19（Ⅱ－０－335－335）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
115⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威20（Ⅱ－０－336－336）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
116⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威21（Ⅱ－０－337－337）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
117⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威22（Ⅱ－０－338－338）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）

　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
118⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威23（Ⅱ－０－339－339）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
119⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威24（Ⅱ－０－340－340）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
120⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威25（Ⅱ－０－341－341）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
121⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威26（Ⅱ－０－342－342）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
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　　　次の図のとおり
122⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威27（Ⅱ－０－343－343）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
123⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内歌神８（Ⅱ－０－344－344）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神、字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
124⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内歌神９（Ⅱ－０－345－345）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
125⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内歌神10（Ⅱ－０－346－346）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
126⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内歌神３－⑶（Ⅱ－０－350－350）

　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
127⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内歌神３その３（Ⅱ－０－351－351）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
128⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町18（Ⅱ－０－356－356）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
129⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町19（Ⅱ－０－357－357）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
130⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町20（Ⅱ－０－358－358）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
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　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
131⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町21（Ⅱ－０－359－359）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
132⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内東光３（Ⅱ－０－361－361）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字東光（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
133⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内文珠32（Ⅲ－０－242－242）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠、砂川市焼山（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
134⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内文珠33（Ⅲ－０－243－243）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり

135⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内文珠34（Ⅲ－０－244－244）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
136⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内中村６（Ⅲ－０－246－246）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字中村（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
137⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威28（Ⅲ－０－247－247）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
138⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内神威29（Ⅲ－０－248－248）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
139⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内歌神14（Ⅲ－０－249－249）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
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　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
140⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内歌神１－⑶（Ⅲ－０－250－250）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
141⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内本町22（Ⅲ－０－251－251）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町、字東光（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
142⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内東光４（Ⅲ－０－252－252）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字東光（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
143⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内東光５（Ⅲ－０－254－254）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字東光（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊

　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
144⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内上歌６（Ⅲ－０－255－255）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字上歌（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
145⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内上歌７（Ⅲ－０－256－256）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字上歌（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
146⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌志内上歌８（Ⅲ－０－257－257）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字上歌（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
147⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　福沢の沢川（Ⅰ－05－0350）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
148⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

令和４年（2022年）２月25日（金曜日） 第２８５号 132北　　海　　道　　公　　報



　　　法華の沢川（Ⅰ－05－0370）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
149⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　渋谷の沢川（Ⅰ－05－0380）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
150⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　大野の沢川（Ⅰ－05－0390）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
151⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　ウタシナイ沢川（Ⅰ－05－0410）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
152⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　市川の沢川（Ⅰ－05－0550）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）

　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
153⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　歌神の沢川（Ⅰ－05－0570）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
154⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　スキー場沢川（Ⅰ－05－0580）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
155⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　神楽岡の沢川（Ⅰ－05－0640）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
156⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　文珠左１の沢川（Ⅰ－05－0750）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
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　　　次の図のとおり
157⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　文珠足立の沢川（Ⅰ－05－0760）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
158⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　佐々木の沢川（Ⅱ－05－0250）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字文珠（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
159⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　車庫の沢川（Ⅱ－05－0400）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字歌神、字本町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
160⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　吉岡の沢川（Ⅱ－05－0610）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　歌志内市字神威（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
161⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　江差東山１（Ⅰ－２－430－1468）

　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　檜山郡江差町字東山（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
162⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　江差東山２（Ⅰ－２－431－1469）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　檜山郡江差町字東山（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
163⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　江差東山３（Ⅰ－２－432－1470）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　檜山郡江差町字東山（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
164⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　江差東山４（Ⅰ－２－433－1471）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　檜山郡江差町字東山（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
165⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　江差東山５（Ⅰ－２－434－1472）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　檜山郡江差町字東山、字新栄町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
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　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
166⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　江差桧岱４（Ⅱ－２－287－1070）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　檜山郡江差町字桧岱（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
167⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　老人ホームの沢（Ⅰ－24－0990）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　檜山郡江差町字東山、字豊川町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
168⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　大野中山１（Ⅱ－２－120－903）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　北斗市中山（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
169⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　大野文月１（Ⅲ－２－26－407）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　北斗市文月（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり

170⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　大野向野２（Ⅲ－２－29－410）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　北斗市向野（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
171⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　大野向野３（Ⅲ－２－30－411）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　北斗市向野（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
172⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　大野向野５（Ⅲ－２－31－412）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　北斗市向野（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
173⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　大野村山１（Ⅲ－２－32－413）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　北斗市村山、市渡（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
174⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　三好１号沢川（Ⅲ－21－007）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
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　　　北斗市三好（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
175⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　三好２号沢川（Ⅲ－21－008）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　北斗市三好（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
176⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　水無４の沢川（Ⅲ－21－012）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　北斗市水無（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
　（「次の図」は省略し、その図面を北海道関係総合振興局建設管理部に備え置いて縦覧に
供する。）

北海道告示第142号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、次のとおり都市計画事
業の事業計画の変更を認可した。
　　令和４年２月25日

北海道知事　鈴　木　直　道
１⑴　施 行 者 の 名 称　　函館市
　⑵　都市計画事業の種類及び名称　 　函館圏都市計画道路事業（３・４・113号昭和団地

通）
　⑶　事 業 施 行 期 間　　平成25年８月30日から令和５年３月31日まで
　⑷　事 業 地 （ 収 用 の 部 分 ）　　変更なし
２⑴　施 行 者 の 名 称　　函館市

　⑵　都市計画事業の種類及び名称　 　函館圏都市計画道路事業（３・４・66号日吉中央
通）

　⑶　事 業 施 行 期 間　　平成24年７月13日から令和８年３月31日まで
　⑷　事 業 地 （ 収 用 の 部 分 ）　　変更なし

道 教 育 庁 教 育 局 告 示

北海道教育庁空知教育局告示第９号
　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規定により、一般競争入
札に参加する者に必要な資格を定めた。
　なお、この資格に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）の適用を受ける。
　　令和４年２月25日

北海道教育庁空知教育局長　藤　村　　　誠
１　資格及び調達をする特定役務の種類
　 　令和３年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加す
る者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第２条第４号に規定する特定役務の種類
は、⑶に定めるものとする。

　⑴　契 約　 　令和４年２月25日に一般競争入札の公告を行う道立特別支援
学校スクールバス運行委託業務契約

　⑵　資 格　 　道立特別支援学校スクールバス運行委託業務契約に関する入
札参加資格（以下「資格」という。）

　⑶　特 定 役 務 の 種 類　　陸上運送サービス
２　資 格 要 件
　　平成16年北海道告示第447号の１の⑴、⑶及び⑸から⑼までによるほか、次による。
　⑴ 　申請日現在において、道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条第１号ロの一般貸

切旅客自動車運送事業の免許又は許可を現に受けている者であって、当該事業を引き続
き２年以上営んでいるものであること。

　⑵ 　道路運送法第９条の２第１項に規定する旅客の運賃及び料金を定め、国土交通大臣へ
届け出ていること。

　⑶ 　当該スクールバスに関し、仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者で
あること。

　⑷　添乗員を「コース内訳書」に示す人数以上配置できること。
　　　（北海道南幌養護学校　恵庭・増便コース、恵庭・北広島コース、大麻コース）
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　　　（北海道美唄養護学校　岩見沢コース）
３　資 格 要 件 の 特 例
　　平成16年北海道告示第447号の２による。
４　資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法
　⑴　申 請 の 時 期　 　資格審査の申請は、令和４年２月25日（金）から同年３月７

日（月）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の毎日午前９時か
ら午後５時までの間にしなければならない。

　⑵　申請書類の入手方法　　資格に関する事務を担当する組織で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、北海道教育庁空知教育局のホームページ（h t t p s : / /

www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/stk/index.html）において
ダウンロードすることができる。

　⑶　申 請 の 方 法　 　資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当
該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出すること
により行わなければならない。

５　資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続並びに資格の喪失
　 　平成16年北海道告示第447号の３の⑴のアからウまで及び⑵、４の⑴及び⑶並びに５の
⑵による。
６　資格に関する事務を担当する組織
　⑴　名 称　　北海道教育庁空知教育局道立学校運営支援室
　⑵　所 在 地　 　郵便番号 068－8550　岩見沢市８条西５丁目
　⑶　電 話 番 号　　0126－20－0142

北海道教育庁空知教育局告示第10号
　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
　なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）の適用を受ける。
　　令和４年２月25日

北海道教育庁空知教育局長　藤　村　　　誠
１　入札に付する事項
　⑴　調達をする特定役務の名称及び調達予定数量
　　ア 　北海道南幌養護学校スクールバス運行委託業務（恵庭・増便コース）（１日当たり

の単価）
　　イ 　北海道南幌養護学校スクールバス運行委託業務（恵庭・北広島コース）（１日当た

りの単価）
　　ウ 　北海道南幌養護学校スクールバス運行委託業務（大麻コース）（１日当たりの単

価）
　　エ 　北海道美唄養護学校スクールバス運行委託業務（岩見沢コース）（１日当たりの単

価）
　　　調達予定数量については、「コース内訳書」のとおりとする。
　　　アからエまでについては、それぞれの入札とする。
　⑵　調達をする特定役務の仕様等　　入札説明書による。
　⑶　契 約 期 間
　　ア　⑴のア及びイ　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　　イ　⑴のウ及びエ　　令和４年４月１日から令和７年３月31日まで
　　 　なお、イの契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期

継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場
合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。

　⑷　履 行 場 所　　入札説明書による。
２　入札に参加する者に必要な資格
　 　令和４年北海道教育庁空知教育局告示第９号に規定する道立特別支援学校スクールバス
運行委託業務契約に関する入札参加資格を有すること。

３　契約条項を示す場所
　　北海道教育庁空知教育局道立学校運営支援室
４　入札執行の場所及び日時
　⑴　入 札 場 所　 　岩見沢市８条西５丁目　空知合同庁舎５階会議室（送付によ

る場合は、郵便番号 068－8550　岩見沢市８条西５丁目　北海
道教育庁空知教育局道立学校運営支援室）

　⑵　入 札 日 時
　　ア　１の⑴のアからウまで　　令和４年３月14日（月）午後３時
　　イ　１の⑴のエ　　　　　　　令和４年３月14日（月）午後１時30分
　　　ア及びイについて、送付による場合は、同月11日（金）午後５時までに必着とする。
　⑶　開 札 場 所　　⑴に同じ。
　⑷　開 札 日 時　　⑵に同じ。
５　入 札 保 証 金
　　平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
６　入札説明書の交付に関する事項
　⑴　交 付 場 所　　３に同じ。
　⑵　交 付 方 法　　⑴の場所で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、北海道教育庁空知教育局のホームページ（h t t p s : / /

www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/stk/index.html）において
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ダウンロードすることができる。
７　落札者の決定方法及び契約書作成の要否
　　落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
　⑴　１の⑴のアからウまで
　　 　全ての入札金額（単価）が、北海道財務規則（昭和45年北海道規則第30号）第151条
第１項の規定により定めたそれぞれの予定価格（単価）の制限の範囲内である入札（有
効な入札に限る。）をした者のうち、入札書記載の入札総価額（各入札金額（単価）に
それぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額）が最低であるものを落札者とする。

　⑵　１の⑴のエ
　　 　北海道財務規則第151条第１項の規定により定めた予定価格（単価）の制限の範囲内

で最低の価格（単価）をもって入札（有効な入札に限る。）をした者を落札者とする。
　 　なお、⑴⑵とも入札書には積算内訳書を添付することとし、開札後、当該積算内訳書を
審査し、国土交通大臣へ届け出た運賃・料金を基に積算された入札金額（単価）であるこ
との確認を行う。
８　落札者と契約の締結を行わない場合
　 　落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
９　そ の 他
　 　平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑶、⑹、⑻、⑾、⑿及び⒁から⒃までによるほ
か、次による。
　　契約に関する事務を担当する組織
　⑴　名 称　　北海道教育庁空知教育局道立学校運営支援室
　⑵　所 在 地　　郵便番号 068－8550　岩見沢市８条西５丁目
　⑶　電 話 番 号　　0126－20－0142
10　Summary
　Ａ　Nature and quantity of the products to be procured :
　　ａ　 The school bus services contract of Hokkaido Nanporo Special Needs School (Eniwa

・zoubin course)
　　ｂ　 The school bus services contract of Hokkaido Nanporo Special Needs School (Eniwa

・kitahiroshima course)
　　ｃ　 The school bus services contract of Hokkaido Nanporo Special Needs School (Ooasa 

course)
　　ｄ　 The school bus services contract of Hokkaido Bibai Special Needs School 

(Iwamizawa course)
　Ｂ　Bid tendering date and time : 

　　ａ,ｂ,ｃ　3 : 00 P.M., March 14, 2022
　　ｄ　　　  1 : 30 P.M., March 14, 2022
　　　(If mailed, bids must arrive no later than 5 : 00 P.M., March 11, 2022)
　Ｃ　 Contact : Office of Prefectural School Spending Management, Sorachi District 

Bureau of Education, Hokkaido Office of Education, 8-jo Nishi 5-chome, Iwamizawa, 
Hokkaido 068-8550 Japan

　　　Phone : 0126-20-0142

北海道教育庁後志教育局告示第５号
　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規定により一般競争入札
に参加する者に必要な資格を定めた。
　なお、この資格に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）の適用を受ける。
　　令和４年２月25日

北海道教育庁後志教育局長　川　端　香代子
１　資格及び調達をする物品等の種類
　 　令和４年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加す
る者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第２条第３号に規定する物品等の種類は、
⑶に定めるものとする。

　⑴　契 約　 　令和４年２月25日に一般競争入札の公告を行う後志管内道立
学校で使用する電力の需給契約

　⑵　資 格　　電力の需給契約に関する資格（以下「資格」という。）
　⑶　物 品 等 の 種 類　　電力
２　資 格 要 件
　　平成16年北海道告示第447号の１の⑴、⑶及び⑸から⑼までによるほか、次による。
　⑴ 　電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者

であること。
　⑵ 　資格審査の申請をする日の直前１年間に、高圧（6,000ボルト以上）電力で、１件の

契約において50kW以上の電力契約実績があること。
　⑶ 　資格審査の申請をする日の直前２年間に、電気事業者による再生可能エネルギー電気

の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108号）第34条第４項の規定による納付す
べき金額を納付していない旨の公表をされたことがない電気事業者であること。

３　資 格 要 件 の 特 例
　　平成16年北海道告示第447号の２の⑶による。
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４　資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法
　⑴　申 請 の 時 期　 　資格審査の申請は、令和４年２月28日（月）から同年３月31

日（木）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律
（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）の毎日午
前９時から午後５時までの間にしなければならない。

　⑵　申請書類の入手方法　　資格に関する事務を担当する組織で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、北海道教育庁後志教育局のホームページ（h t t p s : / /

www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/sbk/nyuusatsujyouhou.
html）においてダウンロードすることができる。

　⑶　申 請 の 方 法　 　資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当
該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出すること
により行わなければならない。

５　資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続並びに資格の喪失
　 　平成16年北海道告示第447号の３の⑴のアからウまで及び⑵、４の⑴及び⑶並びに５の
⑵による。
６　資格に関する事務を担当する組織
　⑴　名 称　　北海道教育庁後志教育局道立学校運営支援室
　⑵　所 在 地　　郵便番号 044－8544　虻田郡倶知安町北１条東２丁目
　⑶　電 話 番 号　　0136－23－1979

北海道教育庁後志教育局告示第６号
　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
　なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）の適用を受ける。
　　令和４年２月25日

北海道教育庁後志教育局長　川　端　香代子
１　入札に付する事項
　⑴　調達をする物品等の名称及び調達予定数量
　　　後志管内道立学校で使用する電力
　　ア　基本料金（契約電力１kW当たりの単価）　　14校15カ所　合計　1,215kW
　　イ 　電力量料金（使用電力量１kWh当たりの単価）　　14校15カ所　合計　

3,021,600kWh
　⑵　調達をする物品等の仕様等　　入札説明書による。
　⑶　契 約 期 間　　令和４年７月１日から令和５年６月30日まで
　⑷　納 入 場 所　　入札説明書による。

２　入札に参加する者に必要な資格
　 　令和４年北海道教育庁後志教育局告示第５号に規定する電力の需給契約に関する資格を
有すること。

３　契約条項を示す場所
　　北海道教育庁後志教育局道立学校運営支援室
４　入札執行の場所及び日時
　⑴　入 札 場 所　 　虻田郡倶知安町北１条東２丁目　後志合同庁舎３階２号会議

室（送付による場合は、郵便番号 044－8544　虻田郡倶知安町
北１条東２丁目　北海道教育庁後志教育局道立学校運営支援
室）

　⑵　入 札 日 時　 　令和４年４月22日（金）午後３時（送付による場合は、同日
午前11時までに必着）

　⑶　開 札 場 所　　⑴に同じ。
　⑷　開 札 日 時　　⑵に同じ。
５　入 札 保 証 金
　　平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
６　入札説明書の交付に関する事項
　⑴　交 付 場 所　　３に同じ。
　⑵　交 付 方 法　　⑴の場所で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、北海道教育庁後志教育局のホームページ（h t t p s : / /

www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/sbk/nyuusatsujyouhou.
html）においてダウンロードすることができる。

７　落札者の決定方法及び契約書作成の要否
　　落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
　 　全ての入札金額（銭単位の単価）が北海道財務規則（昭和45年北海道規則第30号）第
151条第１項の規定により定めた予定価格（単価）の制限の範囲内である入札（有効な入
札に限る。）をした者のうち、入札書記載の入札総価額（各入札金額（銭単位の単価）に
予定数量を乗じて得た額）が最低であるものを落札者とする。

８　落札者と契約の締結を行わない場合
　 　落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

９　そ の 他
　 　平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑶、⑻、⑾、⑿及び⒁から⒃までによるほか、
次による。

　⑴　入札金額等に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の取扱い

令和４年（2022年）２月25日（金曜日） 第２８５号 139北　　海　　道　　公　　報



　　 　入札書に記載する額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問
わず、消費税等を含めた価格（銭単位の単価）とすること。

　⑵　契約に関する事務を担当する組織
　　ア　名 称　　北海道教育庁後志教育局道立学校運営支援室
　　イ　所 在 地　　郵便番号 044－8544　虻田郡倶知安町北１条東２丁目
　　ウ　電 話 番 号　　0136－23－1979
10　Summary
　Ａ　 Nature and quantity of the products to be procured : Electricity to be used in 

Shiribeshi Prefectural School
　　ａ　A basic charge per kW, The estimated electricity contract : 1,215 kW
　　ｂ　A unit price per kWh, The estimated electricity for the year : 3,021,600 kWh
　Ｂ　Bid tendering date and time : 3 : 00 P.M., April 22, 2022
　　　(If mailed, bids must arrive no later than 11 : 00 A.M., April 22, 2022)
　Ｃ　 Contact : Office of Prefectural School Spending Management, Shiribeshi District 

Bureau of Education, Hokkaido Office of Education, Kita 1-jo Higashi 2-chome, 
Kutchan-cho, Abuta-gun, Hokkaido 044-8544 Japan

　　　Phone : 0136-23-1979
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